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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月１１日 ０９時４１分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖６０８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４７.７′ 東経１５３°１９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 IKARIA
イ カ リ ア

（リベリア共和国籍）、６６,３３２トン 

      ９２６１４４９（ＩＭＯ番号）、IKARIA MARITIME CORPORATION 

   ２７８.９４ｍ×４０.００ｍ×２４.００ｍ、鋼 

      ディーゼル機関、６０,３９０kＷ、２００２年６月 

Ｂ 漁船 第二十六司
つかさ

丸、１９トン 

   ＫＯ２－７００１（漁船登録番号）、個人所有 

   ２０.０５ｍ（Lr）×４.３０ｍ×２.１６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６１０kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

２１年１０月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（インド国籍） 男性 ２５歳 

   締約国資格受有者承認証 航海士（リベリア共和国発給） 

    交付年月日 ２０１３年４月９日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 機関長Ｂ 男性 ６４歳 

   六級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 昭和４４年２月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３０年４月２７日 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年２月３日 

    免許証交付日 平成２２年１月１２日 

           （平成２７年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 不詳 

Ｂ 右舷外板に破口等 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１９人が乗り組み、航海士Ａが見

習い三等航海士（締約国資格受有者承認証所有）と共に当直に就き、

平成２５年１１月１１日０９時３０分ごろ、犬吠埼東方沖を速力約１

６.８ノット、針路約２６５°で航行していた。 

 航海士Ａは、右舷船首方約９Ｍに航行中の反航船を目視及びレーダ

ーで確認し、その動静を見ていた。 

Ａ船は、海上保安庁からの情報により、Ｂ船の救助に向かい、Ｂ船

の近くまで航行したものの、本事故に関与した可能性があるため、海

上保安庁から任意での調査依頼があり、当初の予定のとおり、１１月

１３日０９時１５分ごろ神奈川県横浜市横浜南本牧ふ頭に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂほか５人（日本国籍１人、インドネシ

ア共和国籍４人）が乗り組み、犬吠埼東方沖において、前日から行っ

ていたまぐろ延縄漁の操業を０６時００分ごろ終了し、乗組員が、後

片付けを済ませて居室で睡眠をとり、漁ろう長を兼ねている機関長Ｂ

が、操舵室で当直を行い、Ｂ船を漂泊させ、操舵室の右舷側に設置さ

れた椅子に腰を掛けて見張りを行っていたところ、居眠りに陥り、０

９時４１分ごろＡ船の右舷船首とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

 機関長Ｂは、衝突の衝撃で目を覚まし、Ａ船から離れようとしてク

ラッチを前進に入れたが、機関室に浸水し、機関が停止して航行不能

となったので、海上保安庁へ通報を行い、周辺海域にいるまぐろ漁船

に救助を依頼したところ、付近で操業中の２隻の漁船が１３時５０分

ごろ来援し、機関長Ｂ以外の乗組員が救助された。 

機関長Ｂは、衝突時に右舷外板に生じた破口から機関室への浸水が

あることを認め、機関室の扉を閉めて観察したところ、沈没する様子

がなかったことから、Ｂ船のえい
．．

航の手配を行い、Ｂ船に残ってえい
．．

航の準備を行った。 

機関長Ｂから救助依頼を受けたＢ船の僚船（以下「僚船」とい

う。）は、１２日００時００分ごろＢ船及び来援した漁船と会合し、

Ｂ船の乗組員全員が僚船に移乗した後、１１時００分ごろＢ船のえい
．．

航を開始した。 

 機関長Ｂが手配したタグボート（以下「Ｃ船」という。）は、１４

日２０時１０分ごろ僚船及びＢ船と会合し、１５日０７時３０分ごろ

宮城県気仙沼市気仙沼漁港に向けてＢ船のえい
．．

航を開始したものの、

１６日の昼近くになって時化
し け

模様となり、２０時４０分ごろえい
．．

航索

が切断した。 

 Ｃ船の船長は、Ｂ船の点滅灯を認め、レーダーでＢ船を確認し、来

援した海上保安庁の巡視船と共にＢ船を監視していたものの、１７日

０１時００分ごろＢ船を見失い、また、レーダーでも確認できなくな

った。 

 僚船、Ｃ船及び巡視船は、Ｂ船の捜索を続けたが、発見できず、 
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１７日１５時００分ごろ捜索を断念し、僚船は気仙沼漁港へ、Ｃ船は

宮城県仙台塩釜港へそれぞれ帰った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約４.０ｍ 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、付近を航行中の反航船を認めていたが、そのほかの船

は視認せず、また、レーダーでも映像を認めず、船長Ａ、航海士Ａ及

び乗組員全員が衝突音及び衝撃を感じることもなかった。 

 Ａ船のＶＤＲのレーダー映像記録には、海面反射の映像が広範囲に

現れ、０９時３０分ごろ船首方約３.５Ｍの距離にＢ船と思われる映

像が映っており、次第にＡ船に接近したが、０９時３７分ごろ海面反

射の映像に隠れた。 

 機関長Ｂは、海上が時化始めたこと、及び１０日から始めた操業が

１１日早朝まで終わらなかったことから、本事故当日の操業を行わず

に乗組員を休ませてＢ船を漂泊させたが、自身は、前日の操業中から

Ｂ船の操船を行い、引き続き航海当直を行っており、睡眠をとってい

なかった。 

機関長Ｂは、レーダーを作動させており、探知した映像が一定の距

離に接近したときに警報を発するよう、レーダーのガードリング機能

を使用していたが、警報の音量を下げており、警報音に気付かなかっ

た。 

海上保安庁は、Ｂ船の整備を行った造船所から塗料を入手し、Ａ船

から採取した塗料との鑑定を行い、１２月５日にＢ船と衝突した相手

船をＡ船と特定した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、犬吠埼東方沖を西進中、航海士Ａが、右舷方の反航船の動

静を監視しており、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船

に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、犬吠埼東方沖で漂泊中、機関長Ｂが、本事故前日からの操

業に引き続き単独で船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥ったこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、犬吠埼東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊中、

航海士Ａが見張りを適切に行わず、また、機関長Ｂが居眠りに陥った

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常に周囲の見張りを適切に行うこと。 
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・睡眠不足や疲労が蓄積している場合は、２人体制で船橋当直を行

うこと。 

・海面反射の影響でレーダー画面の船舶の映像が認識できない場

合、ＡＩＳ情報がレーダーに表示できれば、衝突防止等に有効で

あることから、搭載義務のない船舶であっても、簡易型ＡＩＳ装

置の搭載が望まれる。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 

(平成 25 年 11 月 11 日

09 時 41 分ごろ発生) 
A 船の針路 

約 265° 

B 船は漂泊中 


